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スマート農業技術活用促進法

令和８年１月版

「生産方式革新実施計画」の認定を受けることで

さまざまなメリット措置が受けられます。

スマート農業技術の活用に取り組むみなさまへ

計画認定による法律上のメリット措置

➢ 日本政策金融公庫から長期低利の融資を受けられます。

➢ 設備投資の際、税制上の優遇措置が受けられます。
➢ その他、出荷契約の際の野菜法の特例、航空法・農地法に係る

行政手続きのワンストップ化が活用できます。

計画認定による予算上のメリット措置

➢ ７年度補正予算・８年度当初予算において、スマート技術体系
への包括的転換加速化総合対策事業や担い手確保・経営強化支
援事業をはじめとする予算について、採択における優遇措置
（ポイント加算や優先枠）を活用できます。

東 海 農 政 局

認定の対象となる事業活動

スマート農業技術の活用と農産物の新たな生産の方式の導入をセット
で相当規模で行い、農業の生産性を相当程度向上させる事業活動

※ スマート農業技術には、次の①～③の全てを満たす技術が該当します。
① 農業用の機械・ソフト等に組み込まれる技術
② 情報通信技術を用いた技術
③ 農作業の効率化、負担軽減、経営管理の合理化等のための技術

※ 農産物の新たな生産の方式の導入には、次の①～③が該当します。
① スマート農業技術を活用した作業効率の向上に資するほ場の形状、栽培又は飼養の方法、品種等の導入
② スマート農業技術の活用による機械化体系に適合した農産物の出荷方法の導入
③ スマート農業技術で得られるデータの共有等を通じた有効な活用方法の導入

自動収穫機の活用
畝間の拡大及び
生育の均一化

搾乳ロボットの活用
フリーストール式
畜舎の導入

環境モニタリング
システムの活用

得られたデータを産地で
共有し、栽培方法の比
較・分析を通じて栽培方
法の最適化を図る

直進アシスト機能付
直播機の活用

直播栽培の拡大・複数品種
の導入等を通じた、作期分
散による機械稼働率の向上

（取組例）



農林水産大臣*
①計画認定の申請

②認定

農業者等
（申請者）

スマート農業技術活用
サービス事業者

※ スマート農業技術活用サービス事業者、食品等事
業者が行う促進措置を含む計画申請が可能

食品等事業者

生産方式革新実施計画

（任意）

（任意）

●生産方式革新実施計画のスキーム

・農業者又はその組織する団体（農業法人・JA等）
・スマート農業技術活用サービス事業者
・食品等事業者

対象者

※申請は農業者又はその組織する団体が行う必要があります。

農業者単独での申請の他、複数の農業者
の共同申請や、構成員等の取組を取りま
とめる団体による申請も可能です！

*申請先は各地方農政局等。               
審査に１か月程度を要します。

認定要件

●相当規模（規模の要件）
・本事業活動で取り組む品目における、申請者の作付面積等のおおむね過半で取り組むこと。

●相当程度（計画の目標）
・計画全体で農業の労働生産性*を５％以上向上させること。
＊労働生産性…付加価値額（営業利益＋人件費＋減価償却費）／労働時間or取組人数

・本事業実施前と比較し、所得が維持されること。また、それが正となること。

●実施期間
・原則５年以内（果樹等の植栽又は育成を伴う場合等は10年以内で設定可能）
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A
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既にスマート農業技術を活用している場合は申請できますか。

既にスマート農業技術を活用している場合でも、当該技術に合わせた生産の方式を
新たに実施する場合や、当該生産の方式に取り組む面積を拡大する場合は、計画の
対象となります。

個人の農業者も申請できますか。

申請可能です。その際、費用対効果の確保に留意ください。費用対効果が得られな
いことが見込まれる際は、サービス事業者を活用してス マート農機のレンタルや
農作業の委託を行うことや複数の農業者によるスマート農機の共同利用などを検討
ください。



手続きフロー

事前
相談

計画の申請 審査 計画の認定・
公表

計画の
実施

②東海農政局（生産部環境・技術課）に申請書を御提出ください。

③申請者に対して認定通知を行います。また、生産方式革新事業活動の概要等を公表いたします。

①まずは東海農政局（生産部環境・技術課）まで御相談ください。

ご相談・お問合せについては、以下にご連絡ください。
東海農政局 生産部 環境・技術課
Tel: 052-746-1313    Mail: smart_tokai@maff.go.jp

制度の詳細については、農林水産省のウェブサイトをご覧ください。

認定事例

合同会社みなみ農園（三重県伊賀市）

彦坂 年亮、岩瀬 宗男、加藤 正人（愛知県豊橋市）

対象品目
水稲

スマート農業技術
・自動操舵（耕起、均平化、田植え、直播等）

・食味収量センサー付きコンバイン
・ドローン
・営農支援システム
・営農支援システム連携乾燥調製・色彩選別機

新たな生産方式
（作期分散による経営面積の拡大）

・作期の異なる複数品種の導入
・直播栽培の拡大

（直播における苗立ちの安定化、水管理の向上）

・ほ場の均平化

対象品目
キャベツ（加工業務用）

スマート農業技術
栽培管理システム

新たな生産方式
栽培管理システムで取得したデータを農協と共有し、

生育状況やほ場在庫（未出荷量）を可視化。
これにより契約履行のための余剰生産分を

計画的に販売（実需との事前交渉による追加販売）する
とともにデータを翌年の栽培計画にフィードバック。

自動操舵等のスマート農業技術の活用により
労働生産性や品質・収量を向上させるとともに、
複数品種の導入及び直播栽培の拡大による作期分散で
機械稼働率を向上させ、収益性アップ

栽培管理システムのデータを農協と共有
データの分析を通じた計画販売と栽培計画の見直しで
収益性アップ



（参考）補助事業における優遇措置（例）

計画認定により受けられる優遇措置の詳細については、
「予算事業における優遇措置」をご覧ください。

【計画認定によるメリット措置】
①産地スマート計画への位置付けが不要（地域型）
②面積要件が不要（地域型）
③審査時のポイント加算（７点）

品目ごとの技術課題の解決に向けたスマート農業技術及び新たな生産方式の導入を一体的に実施する取組に係る経費

令和７年度の募集は
終了しました。

計画認定者
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